
 刈谷田川防災公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年４月１日 

 見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第７号 

   刈谷田川防災公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 刈谷田川防災公園条例施行規則（平成２５年見附市規則第４７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１２条中「第１１条」を「前条」に改める。 

 別表１中「 

道の駅 交流休憩施設 午前９時から午後９時まで 

農産物等販売施設 午前９時から午後７時まで 

飲食提供施設 午前１１時から午後９時まで 

公衆便所 終日 

防災施設 午前９時から午後９時まで 

」を「 

道の駅 交流休憩施設 午前９時から午後１０時まで 

農産物等販売施設 午前９時から午後７時まで 

飲食提供施設 午前９時から午後１０時まで 

飲食提供施設内物販施

設 

午前９時から午後７時まで 

公衆便所 終日 

防災施設 午前９時から午後９時まで 

」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 


